
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象事業 補助金額/率 補助標準額 

合同面談イベント事業 10％/各回 イベント出展費用 

人材斡旋事業 20％/名 斡旋手数料 

 

区分 要覧 

財団補助金活用資格事業者 
JMAF 財団の認定監理組合に所属する組合員、会員 

（監理団体への該当年次の会費等の納付を完了していること） 

合同面談イベント事業 
JCIF 認証斡旋事業者が主催するイベントであって、指定開催日の参加費の納付

を完了し、かつ、開催日において出席していること  

人材斡旋支援事業 
JCIF 認証斡旋事業者との人材斡旋契約に基づき、対象となる人材を確保し、且

つ、雇用契約を完了していること 

補助金支給申請について 
財団への支給申請は、不正受給防止のため監理団体が代行します。 

活用事業者が個別に申請する必要はありません。 

 

監理団体代行事務費 制度利用賦課金 代理申請事務費 

合同面談イベント事業 20,000 円/回（初回免除） 5,000 円 

人材斡旋事業 20,000 円/回（初回免除） 5,000 円 

納付要領 
本補助金制度利用にあたり、所属する監理団体へ上記の賦課金の納付を要しま

す。尚、納付方法は、補助金支給額からの控除納付となりますので、直接の納

付負担はありません。 

 

 

 

 

持持続続可可能能なな建建設設産産業業労労働働力力確確保保をを支支援援ししてていいまますす。。  

「「22002255 建建設設労労働働力力確確保保補補助助金金」」制制度度要要綱綱  

一般社団法人全国建設労働力確保雇用管理基盤整備振興支援機構（JCIF）では、当法人が

優良斡旋事業者として認証する職業紹介事業者が主宰する建設労働力確保のための支援施

策に関して、JMAF 財団が制度化する「建設労働力確保補助金」支給要件に適合するよう制

度設計しており、支援施策完了時に規定の補助金を支給します。尚、個別事業者の申請手続

は不要で、面倒な手続きは JCIF が代行します。（不正防止） 

 

 

 

 

監理団体 

会員版 



 

 

 

 

（合同イベント事業関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««財財団団補補助助金金»»対対象象事事業業参参加加及及びび申申請請手手続続要要領領  

  

③受付通知書の送付 

②事業費等納付 

⑤財団助成金支給申請手続 

※申請書提出は 2 か月以内厳守 

④合同イベント参加 

⑥審査 

財団において、補助事業の承認要件を確認後、別紙受付通知書の要件

にて承認、及び監理します。補助要件を確認の上、補助事業を開始し

てください。 

 

参加申込及び事業費納付後に、財団制度利用申込書を監理団体へ提出

ください。 

 

認証斡旋事業者より経費請求書が発行されますので、指定の期日まで

にご納付下さい。＊尚、事業費の納付が斡旋事業者において確認され

ない場合、補助金は支給されませんのでご注意ください。 

イベント開催日程において、イベント会場にて承認機関より、財団補

助金支給申請の必要添付書類として以下の書類が手交されますので、

必要事項に記載・押印のうえ、指定期日までに監理団体へ必ず郵送に

て送付ください。 

①参加証明書（正本）・・・1 部 

②財団補助金振込口座情報申告書 ・・・1 部 

＊上記書類は、会期終了後 2 か月以内必着で郵送してください。監理

団体が貴社に代わって財団へ支給申請書を取りまとめて送付します。 

＊指定期日を過ぎた場合には、助成金が活用できなくなる場合があり

ますので、予めご注意ください。 

 

認証斡旋事業者の運営するイベントカリキュラムに従って、合同イベ

ントへ参加してください。尚、当日、不可抗力による不参加を除き、

任意に参加欠席した場合、補助金が支給されない場合があります。 

 

 

財団にて審査後、支給決定通知が郵送されます。審査決定後、補助金

は概ね 1 か月以内に振り込まれます。（処分長期放置はありません。） 

＊制度利用賦課金及び代理申請事務費は、支給額より控除することで

の納付となりますので、直接納付負担はありません。 

⑦支給決定 

⑧財団より振込 

①財団制度利用申込 

参加申込 


